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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物の発情を検出する発情検出システムであって、
　動物の各個体の背中側又は腹側の一方に取り付けられる無線通信タグと、
　前記各個体の背中側又は腹側の他方に取り付けられ、前記無線通信タグの近接を検出す
るタグ検出装置と、
　前記タグ検出装置と通信可能に構成された管理装置とを有し、
　前記タグ検出装置が、前記無線通信タグの近接を検出すると前記管理装置に通知し、前
記管理装置が、前記通知の頻度に応じて前記通知を行ったタグ検出装置が取り付けられた
個体を発情個体として報知することを特徴とする発情検出システム。
【請求項２】
　前記無線通信タグが共振タグであり、前記タグ検出装置が、前記共振タグの共振周波数
に等しい周波数の電波を間欠的に発信し、そのエコー波の有無を検出することにより前記
共振タグの近接有無を検出することを特徴とする請求項１記載の発情検出システム。
【請求項３】
　前記無線通信タグが、前記各個体の下あご近傍又は背中の臀部よりの位置の一方に取り
付けられ、前記タグ検出装置が、前記各個体の下あご近傍又は背中の臀部よりの位置の他
方に取り付けられることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の発情検出システム。
【請求項４】
　前記管理装置に接続され、設置位置が既知である複数の無線通信用アクセスポイントを
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有し、
　前記タグ検出装置が、前記複数の無線通信用アクセスポイントのいずれかを通じて前記
管理装置との通信を行うとともに、前記管理装置が、前記複数の無線通信用アクセスポイ
ントにおける前記タグ検出装置からの受信強度に基づいて前記タグ検出装置の測位を行う
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の発情検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は牛や馬といった家畜の発情を検出するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　酪農など家畜を飼養する産業においては、家畜の数を管理したり、乳を得たり、血統を
管理したりするために、計画的な出産を実現することが重要である。
　計画的な出産には、多数の家畜の中から、発情した固体を確実に検出し、適切なタイミ
ングで人工授精を行うことが望ましい。そのため、従来、動物の発情を検出する様々な方
法やシステムが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、圧力でＯＮするセンサを牛の臀部に装着し、他の牛による乗
駕を検出することで、牛の発情を検出する方法が提案されている。また、特許文献２には
、加速度センサのような振動検知器を用いて牛の歩行数を計測し、その変化により牛の発
情を検出する方法が提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３９２６８号公報
【特許文献２】特開２００１－１２００９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　臀部に圧力を検知するセンサを設ける方法では、例えば牛が臀部を柵などに押しつけた
り、地面にこすりつけたりしたような、他の牛に乗駕される以外の原因によってもセンサ
が反応する。また、振動検知器による歩行数の検出に関しても、静止している場合以外は
歩行しているものとして検知するので、寝返りを打つなど他の動作との区別が難しい。さ
らに、牛の身体の傾きを検出して乗駕を検出する方法も考えられるが、例えば放牧を行う
場合には、斜面や坂道にいる場合との区別が付けにくい。このように、従来の方法は、発
情に伴う行動の検出精度の点で改善の余地があった。
【０００６】
　本発明はこのような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、精度良く動物の発
情を検出可能な動物の発情検出システムを提供することをその主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するため、本発明による発情検出システムは、動物の発情を検出する
発情検出システムであって、動物の各個体の背中側又は腹側の一方に取り付けられる無線
通信タグと、各個体の背中側又は腹側の他方に取り付けられ、無線通信タグの近接を検出
するタグ検出装置と、タグ検出装置と通信可能に構成された管理装置とを有し、タグ検出
装置が、無線通信タグの近接を検出すると管理装置に通知し、管理装置が、通知の頻度に
応じて通知を行ったタグ検出装置が取り付けられた個体を発情個体として報知することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このような構成により、本発明によれば、簡便な構成で精度良く動物の発情を検出する
ことが可能となる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明をその好適な実施形態に基づき詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る発情検出システムの構成例を示す図である。
　本実施形態の発情検出システムは、無線通信タグとそのリーダーを用いて動物の乗駕行
動を検出することで、発情固体を検出することを特徴とする。なお、本実施形態では発情
を検出する対象として、牛を例にして説明するが、発情に伴って乗駕行動を行う他の動物
についても同様に適用可能であることは言うまでもない。
【００１０】
　共振タグ１０は、無線通信タグの一例であり、コイルとコンデンサが印刷パターンによ
り形成された構成を有する。共振タグ１０は、所謂万引き防止タグとして広く用いられて
いるものを利用可能である。また、所謂ＩＤタグが有するような、データを記憶するメモ
リやデータを送受信する回路を有する必要はなく、単純なＬＣ回路であってよい。
【００１１】
　タグ検出装置２０は、共振タグ１０の接近を検知すると共に、検知結果を管理装置４０
に通知する。本実施形態では、管理装置４０との通信は、無線ＬＡＮ技術を用い、予め牧
場内に設置された複数の無線通信用アクセスポイント（ＡＰ）３０を経由して行う。なお
、図１ではアクセスポイント３０がそれぞれ管理装置４０と直接接続されているように記
載されているが、実際にはルータを介して接続されて良い。タグ検出装置２０の詳細につ
いては後述する。
【００１２】
　アクセスポイント３０は管理装置４０とタグ検出装置２０との無線通信インタフェース
であり、管理対象の牛が移動可能な範囲をカバーするように複数配置する。無線ＬＡＮの
プロトコルはどのようなものであっても良いが、コストの観点からすると、普及している
ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、１１ｇ、１１ａのいずれかを用いることが好ましい。また、ア
クセスポイントの設置位置を測定しておくことで、タグ検出装置２０の測位が可能となる
。
【００１３】
　管理装置４０は例えばパーソナルコンピュータであり、制御プログラムをネットワーク
インタフェースに接続されたアクセスポイント３０を通じてタグ検出装置２０と通信し、
タグ検出情報を管理する。
【００１４】
　具体的には、タグ検出装置２０が有する固有情報、例えばＩＰアドレスやＭＡＣアドレ
スと牛とを対応づけて記憶しておき、受信した検出情報に含まれるＩＰアドレスやＭＡＣ
アドレスを用いてどの牛に取り付けたタグ検出装置で検出がなされたのかを特定する。そ
して、牛の固体別に、検出日時を記憶する。
【００１５】
　また、記憶された検出日時の情報を統計処理することで、検出回数の変化や検出頻度な
どを求め、予め定めた発情条件（例えば、１時間当たりの検出回数が所定値を超えた）に
合致するかどうかを判別する。発情条件に合致した場合には、牛の個体情報とともにユー
ザに報知する。
【００１６】
　報知の方法は任意であるが、画面表示、音声出力、電子メール送信など、一般的に行わ
れている方法の１つ以上を実施することが可能である。ユーザが管理装置４０の前に常時
待機している訳ではないので、ユーザが保有する携帯通信端末（例えば携帯電話、ＰＨＳ
、ポケットベルや、同様の機能を有する情報端末など）に通知することが好ましい。
【００１７】
　次に、タグ検出装置２０の構成及び動作について説明する。タグ検出装置２０は、共振
タグを検出するためのタグ用アンテナ２１と、タグ用アンテナ２１を介して送受信を行う
第１の送受信回路２２と、アクセスポイント３０との通信に使用する無線ＬＡＮ用アンテ
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ナ２４と、無線ＬＡＮ用アンテナ２４を介して送受信を行う第２の送受信回路２５と、第
１及び第２の送受信回路２２及び２５を制御する制御部２３とを有する。
【００１８】
　制御部２３は、まず、第２の送受信回路２５を用い、いずれかのアクセスポイント３０
を通じて管理装置４０とコネクションを確立する。これにより、タグを検出した際に管理
装置４０へ通知することが可能になる。また、制御部２３は、このコネクションを用い、
管理装置４０から検出装置の状態等の情報の要求があった場合に状態情報を送信したり、
図示しない電池の残量が所定値を下回った場合に、電池交換の要求を管理装置４０へ通知
したりする。なお、電池の容量は交換の手間を低減する意味からは大きいことが好ましい
が、重量が増すことは牛の負担が増えるため好ましくない。そのため、太陽電池や、動物
の運動に伴って発生する振動や歪み、摩擦といった機械的なエネルギーを電気エネルギー
に変換する発電機構を少なくとも補助的な電源として備えることが好ましい。
【００１９】
　なお、タグ検出装置の電力消費を低減し、バッテリー寿命を延ばすためには、タグ検出
装置を必要な場合にのみ動作させるように構成することが好ましい。例えば、振動や傾き
を検出する機構（省電力機構）をタグ検出装置２０に設け、閾値以上の振動や傾きが所定
時間連続して検出されない場合には、牛が動いていないか、他の牛が乗駕してきていない
（或いは、乗駕行動を取っていない）ものとして、タグ検出装置２０の各部への電源供給
を行わないようにすることができる。
【００２０】
　次に、制御部２３は、タグ検出処理を行なう。
　図３に示すフローチャートを用い、タグ検出処理について具体的に説明する。
　制御部２３は、第１の送受信回路２２により、タグ用アンテナ２１から、共振タグ１０
を構成するＬＣ回路の共振周波数に等しい周波数を有するタグ検出用電波を所定時間送信
し（ステップＳ１１０）、送信を停止する（ステップＳ１１５）。
【００２１】
　次に、エコー波の検出処理を開始する（ステップＳ１２０）。共振タグ１０が検出範囲
（距離）内に存在すれば、タグ検出用電波に共振することで、共振タグ１０からエコー波
が出力される。従って、タグ用アンテナ２１を通じ、第１の送受信回路２２でこのエコー
波の受信が確認されれば、共振タグ１０がタグ用アンテナ２１から所定範囲内に存在する
ことが検出できる。
【００２２】
　所定時間内にエコー波が検出されたかどうかを判定し（ステップＳ１２５、Ｓ１３０）
、検出が確認されなければステップＳ１１０に戻ってタグ検出用電波の送信を再度行う。
このように、制御部２３は、第１の送受信回路２２によるタグ検出用電波の送信と受信動
作を周期的に切り替えて実行させる。
【００２３】
　一方、所定時間経過前にエコー波が検出された場合には、タグ検出情報として、タグの
検出を表す情報とタグ検出装置２０の固有情報とを、第２の送受信回路２５を用いて送信
する。タグ検出情報はアクセスポイント３０のいずれかを通じて管理装置４０へ通知され
る。タグ検出情報の送信が終われば、ステップＳ１１０にもどる。なお、タグ検出の度に
タグ検出情報を送信するように構成せずに、タグが所定回数連続して検出される毎にタグ
検出情報を送信するように構成してもよい。
【００２４】
　また、連続して共振タグ１０の存在が確認される回数と、タグ検出用電波の送信間隔と
を用いれば、共振タグ１０が継続して近接していた時間を検出することも可能であるので
、この時間をタグの検出を表す情報として送信しても良い。なお、タグ検出装置２０の固
有情報としては、予め設定した固有の情報であっても良いし、無線通信時に用いるＩＰア
ドレスやＭＡＣアドレスであってもよい。
　なお、タグ検出用電波を微弱電波とすることにより、共振タグ１０がかなり接近した状
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態（例えば数１０センチ未満）でのみ検出されるようにすることができる。
【００２５】
　なお、タグ検出装置２０の制御部２３は、上述したタグ検出処理と並行して、第２の送
受信回路２５と無線ＬＡＮ用アンテナ２４とを用いた管理装置４０との通信も適宜行う。
すなわち、管理装置４０との通信は、第１の送受信回路２２により共振タグ１０の存在が
検出された場合はもとより、それ以外にも必要に応じて実施することが可能である。
【００２６】
　図４は、本実施形態における管理装置４０の機能ブロック図である。
　管理装置４０は、無線ＬＡＮやインターネット等のデータネットワークを通じて通信を
行うデータ通信部４２と、電話、ＦＡＸ等と音声ネットワークを通じて通信する音声通信
部４４とを有する。また、データ記憶部４３は例えばハードディスクドライブであり、管
理対象の牛の個体データ（名前、番号、年齢、出産履歴、装着されたタグ検出装置の固有
情報、タグ検出情報等）、報知時に用いるユーザの電話／ＦＡＸ番号やメールアドレス、
報知に用いる音声データ、制御部４１が実行するプログラムや必要なパラメータ等、アク
セスポイント３０の設置位置情報、ユーザによる各種設定等を記憶する。
　出力部４５は表示装置、スピーカー、プリンタ等であり、入力部４６はキーボード、マ
ウスを代表とする入力装置である。
【００２７】
　データ通信部４２、音声通信部４４はいずれも制御部４１の制御に従って通信を行う。
データ通信部４２は実際にはネットワークインタフェースと通信アプリケーション（電子
メールアプリケーション等）により、音声通信部４４はモデムと通信アプリケーション（
音声合成アプリケーション、通話アプリケーション等）により実装することが可能である
。制御部４１は例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを含み、データ記憶部４３などに記憶され
た制御プログラムを実行してデータ通信部４２や音声通信部４４を制御することで、管理
装置４０全体の動作を制御する。なお、通信アプリケーションも制御部４１のＣＰＵが実
行して良い。
【００２８】
　図５は、管理装置４０における発情判定処理を説明するフローチャートである。
　制御部４１は、データ通信部４２がタグ検出通知（タグ検出情報）を受信したかどうか
を確認する（ステップＳ２１０）。受信がなければ受信が有るまでステップＳ２１０を繰
り返す。
【００２９】
　タグ検出情報が受信されたら、制御部４１はタグ検出情報に含まれるタグ検出装置の固
有情報から、データ記憶部４３に記憶された管理情報に含まれる、対応する個体を特定す
る。そして、特定した個体に対応づけて、タグ検出情報に含まれるタグの検出を表す情報
を記憶する（ステップＳ２１５）。
【００３０】
　次いで制御部４１は、記憶部４３の管理情報を参照し、発情したと判定される個体の有
無をチェックする（ステップＳ２２０）。この判定の条件は適宜設定することが可能であ
るが、例えば乗駕の頻度（所定時間内に所定回数以上乗駕したかどうか）、被乗駕の頻度
（所定時間内に所定回数以上乗駕されたかどうか）といった条件を例示することができる
。
【００３１】
　また、これら頻度の変化率に基づいて、発情が予測される個体を判別し、事前予測情報
を報知するように構成することも可能である。これらの報知条件はユーザが調整可能とす
べきものであり、またユーザの要求に応じて変化する性質のものであるため、これ以上の
詳細は省略する。
【００３２】
　発情したと判定される個体がある場合（ステップＳ２２５、Ｙ）には、予め設定されて
いる方法によりユーザに報知する（ステップＳ２３０）。上述のように、ここで採りうる
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報知方法は、出力部４５への表示／音声／印刷の各種出力による報知、電子メールによる
報知、音声／ＦＡＸによる報知がある。これらの２つ以上を組み合わせて報知を行っても
良い。報知する情報は、少なくとも個体を特定可能な情報（番号や名前）を含んでいれば
よい。
【００３３】
　例えば電子メールによる報知を行う場合、制御部４１は、データ記憶部４３から報知先
のメールアドレスと個体を特定する情報と報知用の定型文を取得し、データ通信部４２を
用いて電子メール送信を行う。同様に、電話で報知する場合には、データ記憶部４３から
報知先の電話番号と個体を特定する情報と報知用の音声メッセージを取得し、音声通信部
４４を用いて発呼を行うと共に、回線が接続されたら音声合成により通知メッセージを再
生する。
【００３４】
　さて、これまで本実施形態の発情検出システムの構成及び動作について説明してきたが
、このシステムにおいて、共振タグ１０と、タグ検出装置２０はそれぞれ１組ずつ管理対
象の牛に装着させる必要がある。
【００３５】
　牛が発情を迎えた場合、その開始からしばらく（発情初期）は他の牛に乗駕する行動を
繰り返すが、発情中期においては逆に他の牛の乗駕を許す回数が増えることが分かってい
る。
【００３６】
　本実施形態の発情検出システムでは、共振タグ１０とタグ検出装置２０の装着位置によ
り、発情初期、発情中期のいずれかを検出することが可能である。すなわち、上述のよう
に、初期においては発情個体が他の牛に乗駕するため、タグ検出装置２０を牛の腹側（下
あごから腹）に、共振タグを牛の背中（後頭部から臀部）に取り付けることにより、乗駕
した個体を検出することが可能である。一方、タグ検出装置２０と共振タグ１０の取り付
け位置を逆転させれば、乗駕された個体を検出することが可能となる。
【００３７】
　共振タグ１０とタグ検出装置２０を牛に装着する方法に制限はないが、図２（ａ）に示
すように、装着具として伸縮性のあるベルトを用い、その外周面の対向する２箇所に共振
タグ１０とタグ検出装置２０を固定し、このベルトを牛の胴に取り付けることで、共振タ
グ１０とタグ検出装置２０を装着することができる。
【００３８】
　或いは、図２（ｂ）及び（ｃ）に示すように、タグ検出装置２０と共振タグ１０とを個
別のベルトに固定し、異なる位置に装着しても良い。例えば、共振タグ１０を下あごから
喉の近辺に、タグ検出装置２０を臀部よりの背中に位置するように装着すれば、乗駕時に
共振タグ１０とタグ検出装置２０とがより近接した状態が期待できるため、図２（ａ）の
構成よりも精度良く被乗駕（共振タグ１０とタグ検出装置２０とを入れ替えれば乗駕）を
検出することができる。図６に、図２（ｂ）及び（ｃ）の構成を用いた場合の、被乗駕状
態の共振タグ１０とタグ検出装置２０の位置関係の例を示す。
【００３９】
　なお、共振タグ１０やタグ検出装置２０は、屋外や牛舎等での汚損を考慮したケーシン
グを行うことが好ましい。具体的には、共振タグ１０については樹脂フィルムによりラミ
ネート加工する、タグ検出装置２０については、防水ケースに封入するなどを例示するこ
とができる。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、共振タグ１０とその検出装置２０という簡
便な構成を用いることで、動物の発情を精度良く検出することが可能となる。
【００４１】
　なお、上述のように、複数のアクセスポイント３０において同一のタグ検出装置２０か
らの送信波を受信できる場合、その受信強度の関係から三角測量の原理に基づいて送信元
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の測位が可能である。そのため、上述の実施形態においても、管理装置４０が、コネクシ
ョンの確立している個々のタグ検出装置２０に対し、周期的に測位を行い、個体データに
位置情報を記憶、更新するように構成することが可能である。
【００４２】
　この場合、報知情報にこの位置情報を含ませることが好ましい。この場合、タグ検出装
置２０に特段の回路を設けることもなく、かつ余分な電源消費もなく測位が可能であるた
め、例えばＧＰＳアンテナと受信回路をタグ検出装置２０に設けて測位する構成よりも簡
便且つ電力消費の点で有利である。また、記憶部４３に地図情報を記憶しておき、電子メ
ールや表示による報知を行う際、測位結果と既知のアクセスポイント位置に基づいて、発
情が判定された牛の推定位置を地図上に示すように構成することも可能である。
【００４３】
　また、上述の実施形態においては、説明及び理解を簡単にするため、１種類の共振タグ
を用いる例のみを説明した。しかし、タグ検出装置が異なる周波数のタグ検出用電波を出
力し、また対応するエコー波を検出可能に構成すれば、共振周波数の異なる複数種の共振
タグを用いることが可能である。複数種の共振タグを用いることで、タグを装着している
牛を少なくともタグの種類に応じて区別することが可能になる。
【００４４】
　また、無線通信タグとして、タグの固有情報を記憶したメモリと送信回路を有する共振
タグを用い、タグ検出装置２０でタグの固有情報を読み取ることで、個々のタグを識別す
ることが可能となる。タグ検出情報にタグの固有情報を含ませて通知することで、管理装
置４０ではさらに詳細な情報管理を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施形態に係る発情検出システムの構成例を示す図である。
【図２】共振タグ１０とタグ検出装置の装着具の例を示す図である。
【図３】タグ検出装置２０におけるタグ検出処理を説明するフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る発情検出システムにおける管理装置４０の機能ブロッ
ク図である。
【図５】管理装置４０における発情判定処理を説明するフローチャートである。
【図６】被乗駕状態の共振タグ１０とタグ検出装置２０の位置関係の例を示す図である。
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